
理

由

凶
悪
犯
罪
を
中
心
と
す
る
重
大
犯
罪
に
関
す
る
最
近
の
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
適
正
に
対
処
す
る
た
め
、

有
期
刑
の
上
限
並
び
に
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
係
る
法
定
刑
等
及
び
公
訴
時
効
の
期
間
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法

律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


